
　大綱では「公共サービスが安定的に供給される地域社会を形成
しつつ、官民の役割分担と資源配分を適切に実行する行財政運
営」を目指していきます。市が市民に提供している公共サービスの
うち、行政でなければ行えないもの以外については、公共を担う新

たな存在として市民や民間の団体・企業・NPO法人等に移管、また
は協働による実施に移行していきます。また、このことと合わせて
人や予算などの行政資源の配分を見直し、より効率の良い行財政
運営を行う体制を整えていきます。

「行　 政改革大綱」策定

　市の財政状況は年々厳しくなってきています。これまでも行財政改革に向けた取り組みを積極的に行ってき
ましたが、安心・快適な市民生活を支え続けていくため、新たに「行財政改革大綱」を策定しました。この大綱は
平成25年度からスタートし、総合計画第二次基本計画の終了時期と同じ平成32年度までの8年間を計画期間
としています。
　大綱を具現化するための推進計画である「第1次アクションプラン」と合わせ、その概要をお知らせします。

（行財政改革推進課）

長引く景気の低迷などにより、税源移譲のあった平成19年
度以降は市税収入はほぼ横ばいの状態となっています。

　市の歳入の根幹となる市税が増えない一方で、国の
政策による社会保障関係費の増大などには対応し続け
なければなりません。そのため、ここ数年の間に市が自
由に使える財源はとても少なくなり、このままでは市民
サービスにも影響が生じてしまう恐れのある、大変厳し

い財政状況にあります。そこで、財政状況がさらに悪化
する前に、将来にわたって安定した行財政の基盤を構
築しておくことが必要なため、「行政改革」に「財政改
革」の視点を加え、「行財政改革」として取り組みます。
※23年度までは決算額、24・25年度は当初予算額

人件費は年々減少していますが、近年、社会保障関係費を
中心とした扶助費が増大しています。

新しい行財政運営のスタイルへ

市民本位の行政
　市民目線に立ち、ニーズを的確に把握して応えると
ともに、市民に分かりやすく親しみやすい行政を実現し
ます。

視点 1

行政資源配分の最適化
　行政運営の無駄・非効率の排除の徹底と行政の
担う分野の縮小により、行政サービスの重点化と優
先順位の明確化を行うとともに、公平公正な受益者
負担の実現を図ります。

視点 2 新しい公共（市民との協働など）

　公共に関する事務及び事業について、行政だけでな
く市民や非営利活動団体、民間事業者などの民間が
主体を担える環境を整えるとともに、公共サービスの担
い手の多様化を図ります。

視点 3

  1  事業分析・統廃合の推進

  2  業務手順の改善

  3  アウトソースの活用

  4  市民の利便性を重視した窓口の導入

  5  公の施設の経営手法の見直し

  6  財務情報の提供

  7  施設別・事業別行政コスト計算書の活用

  8  市有財産の有効活用・処分

  9  負担の公平性の確保（市税）

10  負担の公平性の確保（市税以外）

11  収納環境の整備

12  基金の積立（財政調整基金）

13  基金の積立（庁舎整備基金）

14  使用料手数料の見直し及び減免規程の検証、是正

15  自己負担金の見直し

16  国民健康保険特別会計の経営健全化

17  下水道事業特別会計の経営健全化

18  地方卸売市場事業特別会計の経営健全化

19  介護老人保健施設特別会計の経営健全化

20  介護保険特別会計の経営健全化

21  後期高齢者医療特別会計の経営健全化

22  病院事業会計の経営健全化

23  財産管理情報の一元化

24  昇格制度の再構築

25  分限制度の適正な運用

26  給与水準の適正化

27  人材育成の推進

28  効率的な組織体制の構築

29  定員適正化の推進

30  協働推進体制の構築

①事業・業務の効率化

②アウトソースの活用

①市民目線での窓口サービスの充実

①経営手法の見直し

①財務情報の提供

①自主財源の確保

②受益の負担の適正化

①特別会計・公営企業会計の
　経営健全化

②公共施設等の一元管理

①人事制度

②給与制度

③人材育成

①組織編制

②定員

①推進体制の構築

（1）事務事業の最適化

（2）窓口サービスの充実

（3）施設の最適化

（1）透明性のある財政運営

（2）歳入の確保

（3）歳出の適正化

（1）人事・給与制度の適正化

（2）組織・定員の適正化

（3）協働の推進

大分類 中分類 小分類 改革メニュー

１ 効率的な市民サービスの推進

２ 財政健全化

３ 最適な執行体制の確立

　選択と集中により重点化と優先順位の
明確化を図ります。
　そこで、既存の事務事業や窓口サービ
ス、市の施設を分析・評価して改善を行う
ことで、市民サービスの効率的な提供を目
指します。

　人口の減少などによる税収の減少や、
高齢化等による社会保障関係費の増加
に備えて、持続可能な安定した財政構造
の確立を図ります。
　そこで、歳入面では市民サービスに対
する負担の公平性確保に取り組み、歳出
面では経費削減に取り組むことで、財源
不足の解消を目指します。
　また、市の財政状況を市民にわかりや
すい形で情報公開して、財政運営の透明
性を確保します。

　無駄を排除した質の高い行政運営を目
指します。
　そこで、組織・定員の適正化、人材の育
成など、人的資産の効率的な活用を継続
的に行います。
　また、行政サービスの新たな執行の形と
して協働に着目し、その推進体制を構築、
整備していきます。

改革を進めていくための

3つの視点

〜民営化や受益者負担への取り組み〜

一般会計歳出の推移一般会計歳入の推移

第1次アクションプラン　体系図

　第1次アクションプランを策定しました。
　重点的、また、優先的に取り組む30の改革メニューを設定し、平成25年度～平成
27年度の3年間を取り組み期間としています。詳しい内容は、今後、市公式Webサイト
に掲載していきますのでご覧ください。

第1次アクションプラン
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市民生活を目指して
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